
   名古屋市総合リハビリテーションセンター附属病院の名古屋市立大学 

   附属病院化について 

（１）施設概要 

名   称 名古屋市総合リハビリテーションセンター 

所 在 地 名古屋市瑞穂区弥富町字密柑山 1 番地の 2 

開 設 日 平成元年 10 月 1日 

設置・運営
設置：名古屋市 

運営：指定管理者（社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団）

指定管理期間 10 年（第 2 期：平成 27 年度から令和 6年度） 

 （医療部門の機能） 

概  要 社会復帰を視野に入れた総合的なリハビリテーション医療の提供 

診療科目 
リハビリテーション科、脳神経内科、整形外科、内科、循環器内科、

放射線科、脳神経外科、眼科、耳鼻いんこう科、歯科 

病 床 数 80 床（回復期機能） 

（２）検討の経緯 

  名古屋市総合リハビリテーションセンター（以下「リハセン」という。）は、   

平成元年の開設後 30 年以上を経過し、市議会での議論等において職員（医師）の

欠員や診療収入の減少など様々な課題が指摘されてきた。 

  こうした課題に対応し、今後のリハセンのあり方を検討するため、学識経験者

や障害当事者等を交えた懇談会を設置し、令和 4 年 11 月にリハセンが今後推進

すべき役割についての提言がまとめられた。 

 懇談会「今後推進すべき役割」 

附属病院の大学病院化を見据え、福祉部門と連携し、障害者リハビリテーショ

ンの中核施設として公的な役割を充実・強化する。 

○障害者リハビリテーションの中核施設として、地域リハビリテーションを推

進し、地域共生社会の実現に貢献する。 

○障害者リハビリテーションに関する医療機能・研究・人材育成の充実を図る。

○相談から医療・訓練を経て、社会復帰に至るまでの総合的・一体的、かつ一貫

性のあるリハビリテーションサービスを安定的・継続的に提供する。 

（３）本市の方針 

  懇談会の開催結果等を踏まえ、本市としては、20～30 年後を見据えた新たな 

特色のある医療・リハビリの提供、先駆的・先進的な研究の推進、質の高い医療

人の育成等を実現するため、附属病院の市立大学病院化を進めるべきとの判断に

至った。 

  令和 7 年 4 月の大学病院化について市立大学と協議を開始した（協議依頼文は

別添のとおり）。 
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